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２．基本構想の趣旨 

（１）基本構想策定の趣旨 

千代田区は、既に区の人口の約 20％が 65歳以上という高齢化社会を迎えてい
ます。このため、区の最上位の行政計画である「千代田区第三次長期総合計画」で

は、高齢化社会を迎えるにあたり、「福祉のこころ」や「人と人のふれあい」を大

切にしたまちづくりとともに、「安全で安心できる、いつまでも住み働き続けられ

るまち」を施策の大きな柱の一つとし、この中で「だれもが安全で、快適に移動で

きるまち」の創出を目標としています。 
一方、都市機能の観点から見ると千代田区は首都東京の都心及びその周辺地区か

らなり、皇居、霞ヶ関・永田町周辺の官庁街、丸ノ内のオフィス街、秋葉原駅周辺

の電気街など、国の政治、経済、文化の中心を担うとともに、病院などの医療施設

も多く存在する地域となっています。ここに、就労、就学、訪れる人たちなど昼間

人口は約１００万人となっています。 
さらに、公共交通網は、国道や都道などの幹線道路、ＪＲや地下鉄の路線の多く

が区内に集中し、これらの公共交通網は互いに結節しあい、ほぼすべての鉄道駅が

主要な幹線道路により徒歩圏で移動できるという非常に特徴的な状況となってい

ます。 
このような状況の下で、千代田区は高齢者や身体障害者の方々をはじめ、全国か

ら訪れるすべての人々を対象に、安全で快適な自立した社会生活を営むことのでき

るまちの早期実現をめざして、主に鉄道駅と主要な施設を結ぶ道路を中心とした歩

行空間のバリアフリー化の計画として本基本構想を策定するものです。 
 

（２）目標年次 

本基本構想に基づく整備計画等の目標達成年次は、平成 23 年（2011 年）と
します。 
なお、交通バリアフリー法では、目標年次は平成 22 年（2010 年）となって

いますが、千代田区では、平成 14年度から平成 23年度までの 10年間を計画期
間とした第３次基本計画が策定されており、この中で道路のバリアフリー化整備事

業が計画化されていることから、これに合わせた平成２３年までとしています。 
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（３）基本構想の位置づけ 

（ア）基本構想策定の流れ 
千代田区では、「千代田区第三次長期総合計画」、「千代田区都市計画マスタープ

ラン」、「千代田区地域福祉計画」等の基本理念や目標を踏まえ、交通バリアフリー

法に基づく基本構想の策定を見据えて、平成 1４年６月に千代田区全体の歩行空間
のバリアフリー化に向けた基本方針として、「千代田区バリアフリー歩行空間整備

構想」（以下、「歩行空間整備構想」という。）をまとめました。 
歩行空間整備構想は、区民、学識経験者、公共交通事業者、交通管理者、道路管

理者からなる「千代田区バリアフリー歩行空間整備構想策定委員会」によりとりま

とめられたものであり、基本構想の基となるものとして位置づけられます。 
本基本構想は、歩行空間整備構想の内容をもとに、公共交通事業者、交通管理者、

道路管理者等と事業内容の調整を行い、各事業者等が法に基づき特定事業計画を立

案するための基本となるものとして、各事業者等の同意に基づきとりまとめられた

ものです。 
 
図２－１ 基本構想策定の流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千代田区第三次長期総合計画 

千代田区第 3次基本構想 ～千代田新世紀構想～ 
（千代田区の将来像と実現のための施策の道筋を示した、 

千代田区のすべての計画の最上位に位置づけられる理念）

【将 来 像】：「都心の魅力にあふれ、 
文化と伝統が息づくまち千代田」 

【目標年度】：平成 30年頃までの概ね 20年 

千代田区第 3次基本計画 
（千代田新世紀構想の理念に基づく、最上位の区の行政計画）

【基本理念】：「千代田区に住み、働き、学び、集う 100万人の
人びとと企業とともにまちづくりに取り組む」 

【目標年度】：平成 14年度を初年度とした 10ヶ年の計画

第五次交通安全計画（案） 
地域福祉計画 
都市計画マスタープラン 

千代田区バリアフリー歩行空間整備構想 

【趣    旨】：「千代田区の歩行空間のバリアフリー
化整備推進の基本的な考え方」 

【主な内容】：・歩行空間バリアフリー化の目標 
・歩行空間バリアフリー化の区域 
・バリアフリー化の整備水準 
・構想実現に向けた施策の展開  など

【目標年次】：平成 23年までの 10ヶ年 

交通バリアフリー法 
（平成 12年 5月 17日公布） 

「高齢者、身体障害者等の公共交
通機関を利用した移動の利便性
及び完全性の向上を促進する」 

基本方針（主務大臣） 
（平成 12年 11月 15日） 

・ 移動円滑化の意義及び目標 
・ 移動円滑化のために公共交通
事業者が構ずべき措置に関す
る事項 

・ 市町村が作成する基本構想の
指針  等 

千代田区交通バリアフリー基本構想（本基本構想） 

・ 駅等の旅客施設及びその周辺の地区を重点的に整備すべき地区として指定 
・ 旅客施設、道路、駅前広場等について、移動円滑化のための事業に関する基本的事項  等 

東京都福祉のまちづくり条例
・ 一般都市施設、病院、図書館、
ホテル、車両等の停車場を構
成する施設、道路、公園等の
バリアフリー化 
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（イ）基本構想の構成 
基本構想は、歩行空間整備構想に基づく千代田区全体の基本方針とエリア別構想

から構成されます。 
基本方針では、千代田区全体のバリアフリーの基本的な考え方、重点整備地区、

アクションプログラムの具体的な整備内容について示します。 
エリア別構想では、構想策定の方針、重点整備地区の概要を示し、エリア毎に具

体的な鉄道駅と公共施設等を結ぶ特定経路について整理します。 
また、歩行空間整備構想の策定時に住民参加のワークショップにより具体的な整

備メニューの検討を行った御茶ノ水エリアは、本基本構想に基づき事業を実施する

エリアとし、「構想Ⅰ」とします。その他のエリアは、本基本構想に示した行政案

を踏まえて各事業者が事業計画を進めるとともに、区が道路事業計画を策定すると

きに実施する住民参加のワークショップ等の結果を反映させて事業を行うエリア

とし、「構想Ⅱ」とします。 
構想Ⅱのエリアで住民参加によるワークショップ等を実施した結果、基本構想の

内容に大きな変更を必要とする場合には基本構想の見直しを行います。 
 
図２－２ 基本構想の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

千代田区バリアフリー歩行空間整備構想

基本方針

エリア別整備計画
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（ワークショップ実施済）

その他のエリア

基本方針
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→ 構想Ⅰ

その他のエリア
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現地調査・事業者間調整による行政案作成

住民参加のワークショップ等
による事業内容の検証

特定事業計画

特定事業の実施

千代田区交通バリアフリー基本構想

必要に応
じ、基本
構想を修
正


